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第１章 総 則 

 

１ 岐阜市避難行動要支援者支援計画策定の背景と目的           

平成 7 年 1 月に発生した阪神淡路大震災は、その犠牲者の約半数が災害時

要援護者であり、その原因として災害発生直後の安否確認や救出活動が迅速

に行われなかったことや被災後の避難生活等のサポートが不十分であったこ

とがあげられるなど、災害時要援護者対策のあり方について大きな教訓を残

した災害でした。 

その後、平成 16 年の新潟・福島豪雨をはじめとする風水害においても被害

者の多くが、高齢者や障がい者等であったことから、国は平成 18 年 3 月に「災

害時要援護者の避難支援ガイドライン」を策定、これを受けて全国的に災害

時要援護者に対する支援体制の整備が進められることとなりました。 

本市でも平成 19 年度から検討を始め、平成 20 年度に「岐阜市災害時要援

護者支援対策マニュアル」及び「災害時要援護者支援行動指針」を策定し、

災害時要援護者名簿を活用した支援を行ってきました。 

しかしながら、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災でも、高齢者や障が

い者等の災害時要援護者の犠牲が多く、死者のうち 65 歳以上の高齢者の占め

る割合は約 6 割にのぼり、障がい者の死亡率も全体の死亡率の約 2 倍となる

など、過去の教訓が活かされていないことが明らかとなりました。 

このようなことから、国においてはこうした東日本大震災の教訓を踏まえ、

平成 25 年 6 月に災害対策基本法（以下「法」という。）を改正し、その中で

市町村に避難行動要支援者名簿の作成の義務付けや避難支援等関係者への名

簿の提供などが初めて明記されました。 

また、法改正を受けて、実効性のある避難支援がなされるよう個別計画の

策定など取り組むべき事項について取りまとめた「避難行動要支援者の避難

行動支援に関する取組指針」（以下「取組指針」という。）が同年８月に内

閣府により策定されました。 

本市においては、内陸地震の発生原因となる活断層が県内各地に多く存在

している状況にあるとともに、今後 30 年以内の発生確率が 70～80 パーセン

ト程度と言われる南海トラフ地震では甚大な被害が懸念されているところで

す。 

また、本市の総人口は緩やかに減少しているのに対し、65 歳以上の高齢者

人口は年々増加の一途をたどっており、令和４年度では総人口の 3 分の 1 に

迫る勢いになっています。 
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本計画は、災害発生時における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑

に実施するため、法の改正及び国の取組指針を踏まえて、自助及び地域など

の共助を基本とした避難行動要支援者の避難支援体制の整備を図ることを目

的として策定するものです。 

 

近年の避難行動要支援者（災害時要援護者）に関連する出来事 

年月 項    目 主 な 内 容 

H7.01 阪神淡路大震災 死者の約半数が 65 歳以上の高齢者。 

H16.07 

H16.09 

新潟・福島豪雨、福井豪雨 

三重県の土砂災害 
死者 206 名中、約 6 割が高齢者。 

H18.03 
災害時要援護者の避難支援ガ

イドライン（国） 

総務省・厚生労働省共同検討会が作成 

要援護者支援の基本方針を策定。 

H18.07 
災害時要援護者支援対策マニ

ュアル（県） 

厚生労働省の避難支援ガイドラインを受け

て岐阜県が策定。 

H20.05 
「岐阜市災害時要援護者支援

対策マニュアル」策定 

県のマニュアルを受け、岐阜市における、

要援護者対策の方針が決定。 

避難支援等関係者へ災害時要援護者台帳を

配布。 

H21.02 
「災害時要援護者支援行動指

針」策定 

岐阜市災害時要援護者支援協議会を設置、

同協議会が策定。 

H23.03 東日本大震災 

被災地全体の死者数のうち約6割が65歳以

上の高齢者。 

障がい者の死亡率は、全体の約 2倍。 

H25.06 災害対策基本法の一部改正 

市町村長に避難行動要支援者名簿の作成を

義務づけ。 

要配慮者、避難行動要支援者の用語を定義。 

H25.08 
避難行動要支援者の避難行動

支援に関する取組指針(国） 

内閣府が名簿作成義務化や支援方法など避

難行動支援についての指針を策定。 

H26.08 広島県広島市の土砂災害 
犠牲者のうち、過半数が 65 歳以上の高齢

者。 

H27.03 
岐阜市避難行動要支援者支援

計画策定 

法改正や内閣府の取組指針に基づき、岐阜

市の避難行動要支援者支援体制を見直す。 
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H28.04 熊本地震 
災害関連死や福祉避難所の開設等要配慮者

の避難生活への対応に課題。 

H30.07 平成 30 年 7 月豪雨 犠牲者のうち約 7 割が 60 歳以上の高齢者。 

H31.03 
岐阜市避難行動要支援者支援

計画改訂 

・避難行動要支援者すべてを平常時から避

難支援関係者に提供するため、名簿の作成

方法を改める。 

・避難支援等関係者に所轄の警察署を追加。 

R3.05 

災害対策基本法の一部改正 

 

避難行動要支援者の避難行動

支援に関する取組指針の改訂 

・個別避難計画の作成を、市町村の努力義

務とする。 

・内閣府が、個別避難計画作成についての

指針を整理し追加。 

R4.03 
岐阜市避難行動要支援者支援

計画の改訂 

・災害対策基本法の一部改正に伴い、個別

避難計画、避難支援等実施者を定義付け。 

・意向調査書及び個別避難計画の様式修正。 

R5.03 

岐阜市避難行動要支援者名簿

の名簿情報の提供に関する条

例の制定（令和 5 年 3月 30 日

条例第 11号） 

 

岐阜市避難行動要支援者支援

計画の改訂 

・個人情報保護法の一部改正に伴い、岐阜

市個人情報保護条例が廃止されるため、平

常時からの避難行動要支援者名簿の名簿情

報の提供について、新たな根拠規定となる

条例を制定した。 

R6.03 
岐阜市避難行動要支援者支援

計画の改訂 

・個別避難計画作成推進について、福祉専

門職の参画による作成推進を検討するため

の部会の設置。 

・個別避難計画の作成優先度について記載。 

・意向調査書等の様式修正。 
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２ 避難行動要支援者支援計画の位置づけ                 

  本計画は、「岐阜市地域防災計画」が定める要配慮者・避難行動要支援者の

支援を具体化していくための下位計画です。 

 

３ 用語の定義                             

  本計画における用語の定義は、以下のとおりとします。 

（１）要配慮者 

 要配慮者とは、法第 8条 2項第 15 号に定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）避難行動要支援者 

避難行動要支援者（以下、「要支援者」という。）とは、法第 49 条の 10

第 1 項に定めるものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

法第 8条 国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なも

のであるとを問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害 

をなくすることに寄与することとなるように意を用いなければならない。 

2 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するた

め、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。 

(中略) 

（15） 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」

という。）に対する防災上必要な措置に関する事項 

 

＜参考＞ 

法第 49 条の 10 

 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害

が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑

かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの（以下「避難行動要支援

者」という。）の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、

避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の

生命又は身体を災害から保護するために必要な措置（以下「避難支援等」という。）

を実施するための基礎とする名簿（以下この条及び次条第 1 項において「避難行

動要支援者名簿」という。）を作成しておかなければならない。 

 

-4-



 

 

（３）個別避難計画 

個別避難計画とは、法第 49 条の 14 第 1 項に定めるものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）避難支援等実施者 

避難支援等実施者（以下、「支援者」という。）とは、法第 49 条の 14 第 3

項第 1号に定めるものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）避難支援等関係者 

避難支援等関係者とは、法第 49 条の 11 第 2 項に定めるものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

法第 49 条の 14 

市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者

ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画（以下「個

別避難計画」という。）を作成するよう努めなければならない。ただし、個別避難計

画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限

りでない。 

＜参考＞ 

法第 49 条の 14 第 3項第 1 号 

3 個別避難計画には、第 49 条の 10 第 2項第 1 号から第 6号までに掲げる事項のほか、

避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

（1）避難支援等実施者（避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要

支援者について避難支援等を実施する者をいう。次条第二項において同じ。）の氏名

又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先 

（2）避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

＜参考＞ 

法第 49 条の 11 

2 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計

画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法 （昭和二十三年

法律第百九十八号）に定める民生委員、社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十五号）

第百九条第一項 に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支

援等の実施に携わる関係者（次項において「避難支援等関係者」という。）に対し、

名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場

合を除き、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報によつて識別され

る特定の個人をいう。次項において同じ。）の同意が得られない場合は、この限りで

ない。  
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（６）避難行動要支援者名簿 

   避難行動要支援者名簿とは、法第 49条の 10第 1項に定めるものをいう。 

  （Ｐ4参考欄参照） 

  

3 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行

動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めると

きは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、

名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供するこ

とについて本人の同意を得ることを要しない。 
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第２章 避難行動要支援者の把握 

 

１ 避難行動要支援者名簿の作成                     

  市は、次のようにして避難行動要支援者名簿を作成します。 

（１）要配慮者の把握 

ア 市は、要配慮者として、次の【表－1】に掲げる者を避難行動要支援者

名簿の対象として取り扱う。 

【表－1】避難行動要支援者名簿の対象とする要配慮者 

区分 要件 

高齢者等 65 歳以上の高齢者で、ひとり暮らし・高齢者世帯の届

出をしている者 

要介護認定を受けている者（要介護度 1～5） 

身体障がい者 身体障害者手帳所持者（1～6級） 

知的障がい者 療育手帳所持者（Ａ・Ａ1・Ａ2・Ｂ1・Ｂ2） 

精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳所持者（1～3級） 

   

イ 市は、法第 49 条の 10 第 3 項の規定に基づき、福祉部及び保健衛生部

が保有する情報を利用し要配慮者を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）避難行動要支援者の把握 

ア 市は、避難行動要支援者名簿の対象とする要配慮者（【表－1】に掲げ

る者）に対して、ダイレクトメールにより、「避難行動要支援者名簿登

録等に係る意向調査書（避難行動要支援者名簿登録・個別避難計画作成・

計画情報提供申請書）」（別記第 1号様式参照。以下「調査書」という。）

の提出を促し、調査書に記載された内容によって個別に要支援者に該当

するか否かを判断する。 

なお、調査書は、「岐阜市オンライン申請総合窓口サイト」にも掲載

＜参考＞ 

法第 49 条の 10 第 3項 

  市町村長は、第１項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度

で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に

当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができ

る。 
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し、幅広い手段で回答できるようにする。 

  イ 調査書の提出がない場合に、次の【表－2】の要件に該当する者につい

ては、要支援者として取扱い、該当しない者については、要支援者とし

て取扱わないものとする。 

  ウ 【表－2】の要件に該当する者で、調査書の提出がない場合には要支援

者として取扱われる旨を記載した通知文書（別記第 2号様式参照。）を、

調査書とあわせて送付する。 

 

【表－2】調査書の提出がない場合に避難行動要支援者として取扱う要件 

区分 要件 

高齢者等 65 歳以上の高齢者で、ひとり暮らし・高齢者世帯の届

出をしている者 

要介護認定を受けている者（要介護度 3～5） 

身体障がい者 身体障害者手帳所持者（1 級・2 級又は同 3・4 級（下

肢・体幹・脳原性移動機能障害） 

知的障がい者 療育手帳所持者（Ａ・Ａ1・Ａ2）  

精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳所持者（1級） 

 

（３）避難行動要支援者名簿への登録 

ア 市は、前（２）アの調査書により「避難のための支援が必要」と申し

出た者を、要支援者として避難行動要支援者名簿に登録する。 

イ 市は、前（２）【表－2】の要件に該当する者に対し、調査書を送付後

一定期間（おおむね３か月程度）が経過しても調査書の提出がなく、継

続して前（２）【表－2】の要件に該当している場合は、再度調査書の提

出を促す通知書（別記第 3 号様式参照。）を送付し、調査書の提出がな

い場合は避難行動要支援者名簿に登録されることを通知する。 

 前記通知書を送付後一定期間（おおむね１か月程度）が経過してもな

お調査書の提出がない場合は、避難行動要支援者名簿に登録する。 

  ウ 市は、前（２）【表－2】の要件に該当しない者に対しても、調査書の

提出がない場合は、再度調査書の提出を促す通知書を送付し、避難支援

が必要な人が漏れなく名簿に登録されるよう努める。 

  エ 社会福祉施設入所者や長期入院患者については、当人の所在が明確で

あり、施設において支援がなされるため、避難行動要支援者名簿に登録

しない。 

オ 市が把握していない要配慮者の中にも要支援者が存在する可能性があ

ることから、これらの者が要支援者対策から漏れてしまうことのないよ
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うな仕組みが必要となる。 

このため、各課窓口による啓発、広報ぎふやホームページ等によりこ

の制度の周知を行い、本人又は家族等から申し出のあった場合は、要支

援者として取り扱い、避難行動要支援者名簿に登録する。 

  カ 避難行動要支援者名簿に登録された者が、名簿からの削除を希望する

場合、「避難行動要支援者名簿登録削除申請書」（別記第 4 号様式参照。）

を提出するものとする。 

 

（４）避難行動要支援者名簿の提供 

  ア 市は、災害の発生に備え、避難行動要支援者名簿を事前に避難支援等

関係者（第 3章 1(2)参照）に提供する。 

イ 避難行動要支援者名簿の平常時からの提供にあたっては、岐阜市避難

行動要支援者名簿の名簿情報の提供に関する条例第 3条第 1項の規定（令

和 5 年 3 月 30 日条例第 11 号）に基づき、避難行動要支援者本人の同意

を要しないものとする。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

法第 49 条の 11 第 2項 

市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災

計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法（昭和 23 年法

律第 198 号）に定める民生委員、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 109 条

第 1 項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実

施に携わる関係者（次項において「避難支援等関係者」という。）に対し、名簿

情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合

を除き、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報によつて識別され

る特定の個人をいう。次項において同じ。）の同意が得られない場合は、この限

りでない。 

 

法第 49 条の 11 第 3項 

 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動

要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるとき

は、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名

簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供すること

について本人の同意を得ることを要しない。 
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岐阜市避難行動要支援者名簿の名簿情報の提供に関する条例第 3条第 1 項 

   市長は、法第 49 条の 11 第 2 項の規定により、災害の発生に備え、避難支援等

の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとす

る。この場合において、市長は、名簿情報を提供することについて避難行動要支

援者の同意を得ることを要しない。 
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【参考 避難行動要支援者名簿作成フロー図】 
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避難支援

が必要？ 

調査書を

再送付 

はい 

いいえ 回答あり 

ひとり暮らし・高齢者世帯届 要介護認定者 

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 

回答なし 

避難行動要支援者名簿に登録 

 

市（福祉部・保健衛生部）が把握

している要配慮者情報 

対

象

外 

回答あり 回答なし 

【調査書の提出がない場合、避難行動

要支援者として取扱う要件】 

・65 歳以上の高齢者で、ひとり暮ら

し・高齢者世帯の届出をしている者 

・要介護度 3～5 

・身体障がい者（1、2級及び 

 3、4 級の下肢・体幹・脳原性移動

機能障害） 

・知的障がい者（A、A1、A2） 

・精神障がい者（1 級） 

対

象

外 

【平常時から避難支援等関係者へ提供】 

【参考 避難行動要支援者名簿の対象者】 

要配慮者 

ダイレクトメール等による意向調査 

該当する 

該当しない 

要支援者とし

て取扱う要件

に該当？ 
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２ 個人情報の厳格な管理                        

要支援者の個人情報が登載されている避難行動要支援者名簿の作成・管理

にあたっては、名簿の管理を行う者及び利用目的を限定して厳格に管理し、

要支援者のプライバシー保護に万全を期していかなければなりません。 

避難支援等関係者に避難行動要支援者名簿を配布する際には、事前に次の

確認等を行います。 

 

（１）市は、避難支援等関係者に対し、個人情報の取扱いについて、法に基づ

き個人に守秘義務が課せられていることを説明するとともに、保管方法等

の取扱いについて定期的に指導する。 

 

（２）避難支援等関係者は、避難行動要支援者名簿を受領する際に、「避難行動

要支援者名簿・個別避難計画書受領書兼誓約書（別記様式第 5号）」を提出

し、名簿の保管及び個人情報の取扱いを適切に行う。 

 

（３）市は、避難行動要支援者名簿の更新を行う際、旧の名簿を避難支援等関

係者から回収し、廃棄処理を行う。 

 

（４）避難行動要支援者名簿を受け渡しする担当課は次のとおりとする。 

自主防災組織・・・・・防災対策課 消防団・・・・・・・・・防災対策課 

民生委員・児童委員・・防災対策課 岐阜市社会福祉協議会・・防災対策課 

警察 ・・・・・・・・防災対策課  

 

＜参考＞ 

法第49条の12 

 市町村長は、前条第 2項又は第 3項の規定により名簿情報を提供するときは、地

域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報の

漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該名簿情報

に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

 

法第 49 条の 13 

  法第49条の11第2項若しくは第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者（そ

の者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他の当該名簿

情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な

理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。 
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第３章 避難行動要支援者支援の体制 
 

１ 市の役割                              

  避難行動要支援者支援のための市の役割は次のとおりとします。 

（１）避難行動要支援者名簿の作成 

  ア システムにより名簿情報を管理する。 

  イ 都市防災部は、福祉部、保健衛生部からの内部情報を基に、毎月 1回

システムのデータ更新を行う。 

  ウ 名簿の出力様式は、次のとおりとする。 

   ①避難行動要支援者名簿（別記第 6号様式） 

   ②個別避難（日常見守り支援）計画書（別記第 7号様式） 

   

（２）避難行動要支援者名簿の提供 

避難行動要支援者名簿は、災害の発生に備え、下記の避難支援関係者に

提供するものとし、年 1回以上、新旧の全部を交換する方式で更新を行う。 

ア 50 地区の各自主防災組織 

イ 50 地区の各民生委員・児童委員協議会 

ウ 消防団（39 分団） 

エ 岐阜市社会福祉協議会（各地区の社会福祉協議会支部） 

オ 警察（岐阜中警察署、岐阜北警察署、岐阜南警察署、岐阜羽島警察署） 

 

（３）提供する情報 

  名簿に記載する内容については、法に基づき、以下のとおりとする。 

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 

オ 電話番号その他の連絡先 

カ 避難支援等を必要とする事由 

キ 要配慮者区分 

ク 調査書の回答の有無 

ケ 個別避難計画の作成の有無 

コ 個別避難計画の作成の優先度 

サ 災害危険度 

シ その他避難支援等の実施に関し必要と認める事項 
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２ 避難支援等関係者の役割                       

避難行動要支援者支援のための避難支援等関係者の役割は次のとおりとし

ます。 

（１）自主防災組織 

要支援者の避難支援の中心的役割を担い、地域の他の避難支援等関係者

との協議の場を設けるなど連携を図って、事前に提供される避難行動要支

援者名簿を基に、個別避難計画を作成する。 

 

（２）民生委員・児童委員 

平素の活動を通して得た経験や情報を活用して、自主防災組織の個別避

難計画策定を支援するとともに、個別避難計画作成にあたっては要支援者

本人への働きかけを行う。 

 

（３）岐阜市社会福祉協議会（各地区の社会福祉協議会支部） 

自主防災組織と連携して個別避難計画作成などの要支援者支援を行う。 

   また、避難行動要支援者名簿登録制度の周知を図り、未登録者への啓発

を行う。 

 

（４）消防団 

災害時において、地域における消防・防災の中核的存在として消防署や

他の避難支援等関係者と連携し、要支援者の避難支援や避難誘導、安否確

認を行う。 

 

（５）警察 

   災害時において、人命の救出等の初動的な応急対応の中心的機関として、

人命に差し迫った危険が及んでいると想定される要支援者の救助活動を中

心に、避難支援や避難誘導、安否確認を行う。 

   また、平常時の巡回訪問の際などに要支援者の状況を把握する。 

＜参考＞ 

法第 49 条の 10 第 2項 

  避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、

又は記録するものとする。 

１ 氏名 

２ 生年月日 

３ 性別 

４ 住所又は居所 

５ 電話番号その他の連絡先 

６ 避難支援等を必要とする事由 

７ 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事

項 
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３ 個別避難計画の作成                           

  個別避難計画の作成については、次のとおりとします。 

（１）個別避難計画の様式 

   個別避難計画の様式は、別記第 7号様式のとおりとする。 

 

（２）個別避難計画の作成方法 

災害が発生し、又は災害の発生のおそれが高まったときに、要支援者の

避難誘導を迅速かつ適切に実施するためには、あらかじめ要支援者一人ひ

とりについて、誰が支援して、どこの避難所に避難させるかなどを定めて

おくことが重要である。 

避難支援等関係者は、自主防災組織が中心となって互いに協力し、事前

に提供される避難行動要支援者名簿を基に、要支援者本人又はその家族等

と話し合い、避難支援者や支援の方法等の必要事項を示した個別避難計画

を作成する。 

なお、具体的な策定方法については、別途手引きを作成する。 

 

（３）個別避難計画の作成推進について 

   避難行動要支援者の生活を支援している介護支援専門員又は相談支援専

門員が所属している福祉事業者に、個別避難計画の作成支援を依頼して作

成を推進する。 

   なお、個別避難計画作成の優先度が高い要支援者の具体的な作成方法に

ついては、新たに協議する組織をつくり、岐阜市避難行動要支援者支援協

議会内に設置する部会にて検討する。 

 

（４）個別避難計画の作成優先度について 

   市における個別避難計画の作成優先度の考え方は、表１を原則とし、聞 

き取り等による要支援者の状況により、優先度を修正することができる。 

 

（５）個別避難計画の作成及び計画情報提供の同意 

   市は、個別避難計画作成の推進にあたり、法の定めるところにより、要

支援者から計画作成及び計画情報提供の同意を得るものとする。 

   同意の確認は、調査書の回答により行うものとする。 

 

（６）個別避難計画情報の管理 

   避難支援等関係者は、個別避難計画情報を受領する際に、「避難行動要支

援者名簿・個別避難計画書受領書兼誓約書」を提出し、適切に個人情報を

取り扱う。 

   市は、個別避難計画書の更新を行う際、旧の計画書を避難支援等関係者
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から回収し、廃棄する。 

 

（７）地域支援協議会の設置 

各地域において、市、避難支援等関係者、その他団体などによる協議会

を設置することにより、個別避難計画の策定方法や避難行動要支援者対策

などの方針を決定する。 

 

 

【表１】 個別避難計画の作成優先度 
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【表－２】個別避難計画策定モデルフロー 
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第４章 制度の見直し 

 

１ 岐阜市地域福祉推進計画との関連性                  

岐阜市地域福祉推進計画において、岐阜市社会福祉協議会（以下「市社協」

という。）又は各地区の社会福祉協議会支部（以下「社協支部」という。）は

日常の見守り及び災害時の避難行動支援の一体的な体制づくりを推進するこ

ととしています。 

各地区において、自主防災組織が中心となって避難支援等関係者が合同で

この活動と共通の実行組織を整備する等、同調的な展開を図られることが望

ましいと言えます。 

 

岐阜市地域福祉推進計画重点施策事業 

～支え合い活動の基礎となる情報基盤整備～ 

「近隣住民による日常の見守り・災害時の避難行動支援の一体的な体制づくり」 

・ 一人暮らしの高齢や高齢者のみの世帯等の生活上の安心を確保できるよう、

近年は、社協支部等が中心となって「見守り」活動に取り組む地区が増えて

きている。この活動をより実効性のあるものとしていくための活動モデルと

して実施。 

・ 本人意向を確認しながら、近隣住民が集い協議しながら所定の様式を記入

していくプロセスを通じて、「誰が、誰を」「どのように」見守り、避難支援

するか等を具体的に定義する。 

・ 地域で不安を抱え、悩み・問題を抱えている人（見守られる側の人）にと

っては、「助けて」と言える環境（仕組み）ができ、お互い様だから支え合い

たいと考える人（見守る側の人）にとっては、地域活動に参加できる環境（仕

組み）づくりとなる。 

・ この活動においては、避難行動要支援者名簿の活用等を図りながら、日頃

のご近所づきあい等では見えにくい、孤立リスク・不安を抱える市民を中心

とする見守り体制等を構築する社協支部を市社協地域活動コーディネーター

が支援する。 

・ この活動モデルは、見守り活動の実践過程で課題となる個人情報の取り扱

い方法や関係者の連携協局の円滑化等も併せて図られるよう工夫がなされて

いる。 

 また、この取り組みを基礎として、仲間づくりや手助け活動などの地域福

祉活動のさらなる充実も図っていく。これらは、避難行動支援の基礎ともな

る近隣住民相互の関係づくりにもなる。 

 

 

 

 

-19-



 

 

 

２ 岐阜市避難行動要支援者支援協議会の開催                             

本計画及び本市の要支援者に対する支援のあり方などについて、定期的（年

1回程度）に岐阜市避難行動要支援者支援協議会を開催して見直しを図るとと

もに、個別避難計画作成の進捗状況を管理し、要支援者を支援するための制

度の更なる充実を目指すものとします。 

 

３ 避難行動要支援者名簿の見直し（平成31年3月）             

（１）避難行動要支援者名簿の事前提供 

避難行動要支援者のうち、事前提供に同意を得られていない者の名簿を災

害発生後に初めて避難支援等関係者が提供を受けても、迅速に避難支援を行

うことが困難であると想定される。 

  また、要配慮者のうち、障がいや介護の程度が重い等の理由から意向調査

書の提出が困難な者も存在する。 

  このため、避難行動要支援者名簿に登録された者すべてを事前に避難支援

等関係者に提供する方法に改め、要支援者の支援体制の充実を図る。 

  

 ○見直しに伴う変更点 

 改正前 改正後 

避難行動要支援

者名簿の提供 

 

(第3章1) 

災害が発生し、又は発生す

るおそれがある場合に市災

害対策本部が認めたとき 

 

(根拠規定：災害対策基本法

第49条の11第3項) 

平常時から提供 

 

(根拠規定：岐阜市個人情

報保護条例第10条第2項第

7号) 

事前提供の対象 

 

(第2章) 

調査書により避難支援が必

要と申し出て、かつ事前提

供に同意した者 

避難行動要支援者名簿に

登録した者すべて 

（同意の要件を廃止） 

名簿の種類 

 

(第2章，第3章1) 

・避難行動要支援者名簿 

・要支援同意者名簿 

・避難行動要支援者名簿 

(要支援同意者名簿は廃

止) 

 

（２）避難支援等関係者に警察を追加 

平成３０年７月豪雨災害の被災地において、警察が地元自治体から事前に

避難行動要支援者名簿が提供されていたことにより、要支援者の救助・安否

確認を迅速に行った事例から、本市において、新たに警察を避難支援等関係

者に追加し、支援体制を強化する。 
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４ 個人情報保護法の一部改正に伴う対応（令和5年3月）          

令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための、関係法律

の整備に関する法律」において、「個人情報の保護に関する法律」が一部改正さ

れ、個人情報の取扱い等に関し、令和5年4月1日をもって、従前の「岐阜市個人

情報保護条例」が廃止された。 

避難行動要支援者名簿の名簿情報の平常時からの提供を、従前どおり行うた

め、それに替わる新たな根拠規定として、令和5年3月に「岐阜市避難行動要支

援者名簿の名簿情報の提供に関する条例」（令和5年3月30日条例第11号）を制定

した。 

 

 

５ 部会について（令和6年3月）              

避難行動要支援者のうち、個別避難計画作成の優先度が高い方など、日常か

ら福祉サービスを利用している方について、災害時における避難行動とその後

の福祉サービスの継続に繋げるため、介護支援専門員及び相談支援専門員の所

属する福祉事業者へ個別避難計画作成支援の協力を依頼し、個別避難計画作成

への参画を促すため、参画に対する課題などを協議・検討する部会を、避難行

動要支援者支援協議会内に設置するため規則の改正を実施予定。 
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【様 式】 
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避難行動要支援者名簿登録等に係る意向調査書 

（避難行動要支援者名簿登録・個別避難計画作成・計画情報提供申請書） 

■ あなた御自身についてお答えください。（該当する□に✔をつけて下さい。） 

氏  名 
ふりがな 

 
性 別 男 ・ 女 

生年月日 
大正・昭和 

平成・令和     年   月   日 
同居者 有 ・ 無 

住  所 
〒 

 

自宅電話  
地区名 

 

携帯電話 
 

自治会 
□ 加入中 自治会名（       ） 

□ 未加入 ファックス  

居住状況 

□ 自宅に居住   【問１】以降をお答えください。 

□ 施設に入所中     名簿の対象外になります。回答はこれで終了です。 

□ 長期入院       下欄の署名欄に署名し、提出をお願いします。  
■ 次の質問の当てはまる□に✔をつけてください。 

【問１】災害が発生して避難しなければならないとき、家族以外の助けが必要ですか？ 

□①必要ありません（避難行動要支援者名簿への登録を希望しません） 

→ 回答はこれで終了です。下欄の署名欄に署名し、提出をお願いします。 

□②必要です（避難行動要支援者名簿の登録を希望します） 

   →【問２】をお答えください。 

  

 

 
 
【問２】（問１で「②必要です」と答えた場合のみ回答をお願いします。） 

あなたが避難するにあたり助けが必要になる理由を、教えてください（複数選択可） 

□ 立つこと、歩くことがむずかしい。   □ 音が聞こえない（聞き取りにくい）。 

□ 目が見えない（見えにくい）。      □ 言葉や文字を理解できない。理解がむずかしい。 

□ 危険が迫っていること、避難しなければならないことが自分で判断できない。 

□ 医療機器の装着等している。      □顔を見ても知人や家族とわからない。  

□ ベッドから起き上がることが難しい。   

□ その他（                               ） 

【問３】（問１で「②必要です」と答えた場合のみ回答をお願いします） 

    岐阜市では、避難支援関係者（主に自主防災組織（自治会））に、個別避難計画の作成をお願いして

おります。それにより、避難支援が約束されるものではありませんが、自身の詳細な情報（緊急連絡先、

かかりつけ医など）が書かれた、計画の作成及び避難支援関係者への提供に同意していただけますか。 

□ ①計画の作成および提供に同意しません。（避難行動要支援者名簿への登録と提供はします。） 

□ ②計画の作成および提供に同意します。 

 

※本書の提出の際は、必ず署名をお願いします。 

 

お
願
い 

○あなたの避難支援の意向を確かめさせていただくため、支援が必要・不要どちらであっても、この

意向調査書の提出にご協力お願いします。 

   年   月  日 

氏名（代理人）                    

代理人が署名する場合は本人との続柄（       ）  

<例>金華 

「②必要です」と答えた場合は、あなたの情報を避難支援関係者（自主防災組織（自治会）、民生委員・児童委

員、消防団、社会福祉協議会、警察）に提供し、災害の発生に備えて、見守り支援等に活用します。 

（別記第１号様式） 
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年  月  日 

 

 

 

岐阜市長          

 

 

避難行動要支援者名簿等にかかる意向調査について（お願い） 

 

市では、高齢者や障がい者などの方のうち、災害時に自力または家族による避難が困難で特に

支援が必要な方（避難行動要支援者）を支援するため、避難行動要支援者の名簿や、個別避難計

画の作成を推進し、災害発生に備えて見守り支援や災害時の避難支援などに利用しています。 

あなたについて、避難支援の意向を確かめさせていただくため、別紙意向調査書に記入の上、  

年  月 日までに同封の返信用封筒にて返送お願いします。 

支援が必要・不要どちらであっても、この意向調査書の提出をお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この案内は、災害対策基本法の規定に基づき、市が保有する高齢者、要介護者、障がい者の情報をもと

に発送しています。              

※自主防災組織は、避難所の開設など地域防災の中心的な役割を担っておられ、自治会により構成されて

います。自治会に加入するなど、地域との繋がりを作ってください。 

※岐阜市公式ホームページの「岐阜市オンライン申請総合窓口サイト」より、オンラインにて意向調査に

回答できます。 

【担当】 

岐阜市都市防災部防災対策課 

電話 058-267-4763（直通） 

〒 

  （住 所） 

 

 

（氏 名） 様 

【避難行動要支援者名簿について】 

１ 支援が必要と申し出のあった方の情報は、避難支援等関係者（自主防災組織(自治会)、民

生・児童委員、消防団、社会福祉協議会、警察）に事前に提供され、災害時の安否確認や避

難支援、平常時における支援活動などに利用されます。 

また、地域において個別避難計画の策定が行われる場合は、ご協力をお願いします。 

２ 名簿登録によって災害時の避難支援等を約束するものではありません。 

※詳しくは別紙を御覧ください 

【重要】 

意向調査書の提出がない場合、障がいや介護の程度（※）から避難支援が必要とみなして

名簿に登録するとともに、災害の発生に備えて、障がいや介護の程度の情報が避難支援等関

係者に事前に提供されますことをご了承ください。 

（登録された以後においても、申し出により名簿から削除することは可能です。） 

 ※意向調査書の提出がない場合に避難行動要支援者名簿に登録される方 

ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯（民生委員による届出）、要介護度３・４・５、 

 身体障害者手帳１・２級および３・４級のうち下肢・体幹・脳原性移動機能障害、 

 療育手帳Ａ・Ａ１・Ａ２、精神障害者保健福祉手帳１級 

 

（別記第２号様式） 
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年  月  日 

 

 

 

岐阜市長          

 

 

避難行動要支援者名簿等にかかる意向調査について【再度のお願い】 

 

災害時に自力または家族による避難が困難で特に支援が必要な方（避難行動要支援者）の名簿

等の作成を行うにあたり、避難支援についての意向調査書を以前お送りしましたが、これまでに

提出がされておりません。 

つきましては、別紙意向調査書に記入の上、    年  月  日までに同封の返信用封筒

にて返送お願いします。 

支援が必要・不要どちらであっても、意向調査書の提出をお願いします。 

行き違いで意向調査書を提出されておりましたら、ご容赦ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この案内は、災害対策基本法の規定に基づき、市が保有する高齢者、要介護者、障がい者の情報をもと

に発送しています。              

※自主防災組織は、避難所の開設など地域防災の中心的な役割を担っておられ、自治会により構成されて

います。自治会に加入するなど、地域との繋がりを作ってください。 

※岐阜市公式ホームページの「岐阜市オンライン申請総合窓口サイト」より、オンラインにて意向調査に

回答できます。 

【担当】 

岐阜市都市防災部防災対策課 

電話 058-267-4763（直通） 

〒 

  （住 所） 

 

 

（氏 名） 様 

（別記第３号様式） 

【重要】 

意向調査書の提出がない場合、障がいや介護の程度（※）から避難支援が必要とみなして

名簿に登録するとともに、災害の発生に備えて、障がいや介護の程度の情報が避難支援等関

係者に事前に提供されますことをご了承ください。 

（登録された以後においても、申し出により名簿から削除することは可能です。） 

※意向調査書の提出がない場合に避難行動要支援者名簿に登録される方 

ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯（民生委員による届出）、要介護度３・４・５、 

 身体障害者手帳１・２級および３・４級のうち下肢・体幹・脳原性移動機能障害、 

 療育手帳Ａ・Ａ１・Ａ２、精神障害者保健福祉手帳１級 

 

【避難行動要支援者名簿について】 

１ 支援が必要と申し出のあった方の情報は、避難支援等関係者（自主防災組織(自治会)、民

生・児童委員、消防団、社会福祉協議会、警察）に事前に提供され、災害時の安否確認や避

難支援、平常時における支援活動などに利用されます。 

また、地域において個別避難計画の策定が行われる場合には、ご協力をお願いします。 

２ 名簿登録によって災害時の避難支援等を約束するものではありません。 

※詳しくは別紙を御覧ください。 
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避難行動要支援者名簿登録削除申請書 

 

 
 

（あて先）岐阜市長 

 

私は、下記の理由により、避難行動要支援者名簿から自らの情報を削除す

るよう申出します。 

 

■名簿から削除を希望される方 

氏  名 
ふりがな 

 
性 別 男 ・ 女 

生年月日 
明治・大正 

昭和・平成     年   月   日 
同居者 有 ・ 無 

住  所 

〒 

 

自宅電話 
 

携帯電話  

 

■削除を申請する理由（該当する□に✔をつけてください。） 

□①自力で避難が避難できる。 

□②同居の人により避難できる。 

□③近所の人など支援してくれる人が決まっている。 

（避難行動要支援者名簿によって避難支援等関係者に自分の情報を知らせなく

てもよい。） 

□④施設に長期入所または病院に長期入院している。 

□⑤その他 

 （                                ） 

 

 

※本書の提出の際は必ず署名をお願いします。 

 

 

お
願
い 

避難行動要支援者名簿に登録された方が、名簿からの削除を希望する場合は、この

申請書を提出してください。なお、個別避難計画が作成されている場合、計画情報

も併せて削除されます。 

   年   月  日 

氏名（代理人）                    

代理人が署名する場合は本人との続柄（       ）  

（別記第４号様式） 
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（別記第５号様式） 

避難行動要支援者名簿・個別避難計画書受領書兼誓約書 

 
 
（あて先）岐阜市長 
 
 
避難行動要支援者名簿・個別避難計画書（以下「名簿等」という。）を受領しま

した。なお、受領にあたり以下の４点を誓約します。 
 
１ 岐阜市避難行動要支援者支援計画の趣旨を理解し、名簿等の情報を同人のため

の避難支援、個別避難計画作成及び日常の見守り活動以外の目的には利用しませ

ん。 
 
２ 名簿等の保管、取扱いには十分注意し、関係者以外の第三者に情報が漏れない

よう適正に管理を行います。 
 
３ 許可なく名簿等の複写を行いません。 
 
４ 名簿等更新時や役員交代時には、必ず名簿等の返却又は引き継ぎを行います。 
 
 

  年  月  日 
 

（団体等の名称）                    
 

（代表者の役職・氏名）                          
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(別記第６号様式)    避難行動要支援者名簿 

 

 
№ 

番号 優先度 氏名カナ

氏名 

 

住所(又は居所) 避難支援等を必要とする事由 
(名簿登録の申請がない場合は 

要配慮者区分を記載) 

 
災害リスク 

 
その他 

登録申請※ 計画 生年月日 性別 電話番号 その他の連絡先 

        

  
    

        

  
    

        

  
    

        

  
    

        

  
    

        

  
    

        

  
    

        

  
    

※ ○＝名簿登録を申請した人 み…みなし要支援者：意向調査書の提出はないが、避難行動要支援者として取り扱う要配慮者 
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(別記第７号様式)  

個別避難（日常見守り支援）計画書 
 

 

 

 

 

 

 
 
要
支
援
者 

フリガナ  
 

性別  
登録
申請 
※ 

 登録
番号  

 
氏 名  同居

者  
 

生年月日  

 
住所 

〒 

 
地区名  

自治会名  

電話番号  メールアドレス 
 

携帯番号  ＦＡＸ 
 

 
支援が必要
な  事  由  

 

 

 
※申請書の提出がない場合、要配慮者区分を掲載 

 

個別計画
作成有無 

 
 

優先度  
 

災害リスク 
 

 

 
医
療
関
係
情
報 

かかりつけ医療機関・電話番号 既往歴又は治療中の傷病名 血液型 

   

  

 

 

緊
急
連
絡
先 

氏 名 続  柄  郵便番号・住所 電話番号 

  〒  

 

  〒  

 
 

 

 

 
支
援
者 

氏 名 郵便番号・住所 電話番号 

 

 

 

支援関係者への情報提供に同意の上、支援者が自署してください 

〒  

 

 

 

 

支援関係者への情報提供に同意の上、支援者が自署してください 

〒  

 

 

 
そ
の
他
関
係
者 

氏 名 電話番号等 備考 

   

   

 

 

支
援
内
容 

 

 

 
避難場所 

 

 

 
特記事項 

 

 

※  ○＝名簿登録を申請した人、空欄＝名簿登録の申請はないが、障がいや介護の要件により名簿登録されている人 
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消防団、社会福祉協議会(社協支部)、警察】及び支援者に情報提供することに同意します。 
年 月 日 

本人との関係 
 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

メ モ 欄 
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《避難行動要支援者名簿登録等のご案内》

災害時に避難が必要となった場合に、身体が不自由などの理由で自力または家族の

支援のみでは避難が困難であり、第三者の支援を必要とする在宅の方が対象です。

（第三者の支援が必要かどうかは、本人またはご家族に判断していただきます）

※施設に入所されている方や長期入院の方は対象外です。

支援を希望する人
（避難行動要支援者）

①意向調査書(申請書)の提出 市
避難行動要支援者名簿の作成

近隣の方など
（避難支援者）

地域ぐるみの支援

②名簿の提供

⑥個別避難計画

情報の提供

③安否確認、避難支援、

個別避難計画作成（日常の見守り）

支援のしくみ

大きな地震や、風水害などの災害時に自力（家族）での避難が難しい方へ。

避難支援の対象となる方は？

名簿登録者の情報は、災害時の安否確認や避難支援の実施のため、自主防災組織(自治会)

や民生・児童委員、消防団、社会福祉協議会、警察に提供され、災害時に誰が助けに行くか

を決めたり（個別避難計画の作成）、日頃の見守り活動などに利用されます。

個人情報の取り扱い
申請いただいた方の個人情報（氏名、住所、生年月日、性別、電話番号その他の連絡先、

避難支援を必要とする事由）は、日頃の見守りや災害時の避難支援の用途に限定して、市

や避難支援関係者において利用されます。

登録方法と問合せ先

意向調査書（本書）に必要事項を記入のうえ、防災対策課、障がい福祉課、介護保険課、

高齢福祉課、地域保健課または各事務所へ提出してください。（郵送可）

岐阜市都市防災部防災対策課 電話 058-267-4763

FAX  058-265-3857

～災害時に避難の手助けをする体制づくりに名簿を活用します。

避難行動要支援者名簿登録制度等の目的

自力または家族だけでは避難ができず、第三者の助けを必要とする方（避難行動要支援

者）を地域みんなで助ける仕組みをつくるためのものです。

市では、名簿登録された場合、同意を得た方に対し、地域による個別避難計画の作成・

計画情報の提供を推進しております。個別避難計画の作成に同意された場合は、地域での

活動に積極的にご協力ください。

ただし、名簿や個別避難計画の作成は、第三者の善意に基づき避難の可能性を高めるた

めのものであり、災害時の避難支援を約束するものではありませんし、避難支援できな

かった場合に支援者及び市が責任を負うものではありません。

自力（家族）での避難が困難な方は名簿登録の申請をしてください～

自主防災組織(自治会)、民生・児童委員、消防団、社会福祉協議会、警察

（参考）

⑤完了した

個別避難計

画の報告

④個別避難計

画への協力
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